
一
頁

○
総
務
省
告
示
第
五
十
六
号

登
録
検
査
等
事
業
者
等
規
則
（
平
成
九
年
郵
政
省
令
第
七
十
六
号
）
第
二
十
条
及
び
別
表
第
七
号
第
三
の
三

の
規

(2)

定
に
基
づ
き
、
平
成
二
十
三
年
総
務
省
告
示
第
二
百
七
十
九
号
（
登
録
検
査
等
事
業
者
等
規
則
第
二
十
条
及
び
別
表
第

七
号
第
三
の
三
⑵
の
規
定
に
基
づ
く
登
録
検
査
等
事
業
者
等
が
行
う
点
検
の
実
施
方
法
等
及
び
無
線
設
備
の
総
合
試
験

の
具
体
的
な
確
認
の
方
法
を
定
め
る
件
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
四
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
四
年
三
月
三
日

総
務
大
臣

金
子

恭
之

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
下
線
を
付
し
た
規
定
（
以

下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動

し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え

る
。



二
頁

改

正

後

改

正

前

［１
・
２

略

］

［１
・

２
同

左

］

３
無
線

設
備
等

３

［同
左

］

［一
・
一
の
二

略

］

［一
・

一
の

二
同

左

］

二
電

気
的
特
性

二

［同
左

］

［表
略

］

［表
同

左

］

［注
１

注
３

略
］

［注
１

注
３

同
左

］

～
～

注
４

携
帯
無
線
通

信
（設

備
規
則

第
３
条
第

４
号
の
５

及
び
第
４
号

の
７
に

規
定

す
る

も
の

に
限

る

）

［新
設

］

。

を
行
う
基
地

局
広
帯
域

移
動
無
線

ア
ク
セ
ス

シ
ス
テ
ム

（同
条
第
1
2
号

及
び

第
1
2
号

の
２

に
規

定
す

、

る
も
の

に
限
る

）の
基
地

局
及
び
ロ

ー

カ
ル
５

Ｇ
の
基
地

局
の
送
信

装
置

の
う

ち
設

備
規

則
第

１
。

、

章
第
６
節

に
規
定
す
る

周
波
数
等

を
維
持
す

る
機
能
を
有

す
る
も
の

と
し

て
技

術
基

準
適

合
証

明
又

は

工
事

設
計
認
証

を
受
け
た

適
合
表
示
無

線
設
備
で

あ
っ
て

施
行
規
則
第

4
3
条

の
６

第
３

項
の

規
定

に
、

基
づ
き

総
合
通
信
局

長
又
は
沖

縄
総
合
通

信
事
務
所
長

か
ら
確
認

書
の
交

付
を

受
け

た
免

許
人

に
属

す

る
基
地
局
の

無
線
設
備

（現
に
設
備
規

則
第
９
条

の
５
に
規
定

す
る
外
部

参
照

信
号

に
同

期
し

て
い

る

も
の

に
限
る

）に
つ

い
て
は

周
波
数
及
び

空
中
線
電

力
の
測
定
を

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
、

。

注
５

［略

］

注
４

［同
左

］

［三
略

］

［三
同

左

］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
下
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
下
線
は
注
記
で
あ
る
。


